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2.1
市の人口●125，658人�
世　帯　数●49，413世帯�
　　（平成13年1月1日現在）�

【座間市のお知らせ】� №633
●4月からごみの出し方が変わります（3面）�
●確定申告と市・県民税の申告（4・5面）�
●ざまインフォメーション（6面）�
●みんなの健康（7面）�
●座間市福祉プランを改定（8面）�
�

　
「
座
間
市
に
は
、
染
料
の
王
様
と
も
い
え
る
ニ
ホ
ン
ア
カ

ネ
が
、
庭
や
身
近
な
所
に
自
生
し
て
い
て
、
自
然
が
私
の

仕
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
大
変
、

あ
り
が
た
い
で
す
ね
。」

　

染
織
家
の
重
久
育
美
さ
ん
は
、
機
を
織
る
手
を
休
め
、

こ
の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
糸
の

一
本
、
一
本
を
い
と
お
し
む
よ
う
に
織
っ
て
い
き
ま
す
。

　
 
紬 
は
、
糸
を
染
め
る
工
程
か
ら
、 
緻 
密
な
設
計
を
元
に

つ
む
ぎ 

ち

作
ら
れ
、
一
つ
の
作
品
の
完
成
ま
で
に
、
三
カ
月
も
の
時

間
が
費
さ
れ
ま
す
。
そ
の
膨
大
な
作
業
の
積
み
重
ね
は
、

小
宇
宙
を
創
生
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

染
織
家  
重  
久   
育 
美
   

さ
ん

し
げ 

ひ
さ 

い
く 

み

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
優
れ

た
芸
術
に
触
れ
て
い
た
だ
く
た
め
、
郷
土
ゆ
か
り

の
作
家
に
よ
る
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
重
久
さ
ん
の
手
織
紬
の
ほ
か
に
、
本

紙
一
月
一
日
号
で
紹
介
し
ま
し
た
小
笠
原 
雄  
宝 
さ

ゆ
う 
ほ
う

ん
（
相
武
台
二
丁
目
在
住
）
の
押
し
絵
羽
子
板
も

展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
作
品
展
示
の
ほ
か
に
、
製

作
の
実
演
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

○
と　

き　

二
月
十
五
日（
木
）〜
十
八
日（
日
） 　

午
前
九
時
〜
午
後
四
時

○
と
こ
ろ　

市
民
文
化
会
館
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー

ル
座
間
）
一
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

○
入
場
料　

無
料

担
当　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
生
涯
学
習
課
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戸籍の作成、証明を電算化 ！
●２月５日（月）から導入　●２月３日（土）の届け出事項から対象に

　戸籍事務を電算化することにより、戸籍の作成および証明書の発行
に要する時間が短縮され、市民の皆さんへのサービスが改善されます。
　なお、届け出の方法、証明書の発行手数料は従来と変わりません。
担当　　　　　　　　　　　市民課�０４６（２５２）８０８４・�０４６（２５５）３５５０

　

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
生
ま
れ
。
幼
少
よ
り
、
祖
母
の
織
っ
た 
葡 ぶ

 
萄 
唐
草
の
羽
織
や
大
島
紬
に
囲
ま
れ
て
育
ち
、
元
来
の
着
物
好
き

ど
うが

高
じ
て
機
織
り
の
道
へ
。
昭
和
六
十
年
か
ら
長
野
県
飯
田
市
内

の
紬
工
房
で
染
織
の
基
礎
を
学
ぶ
。
平
成
二
年
か
ら
、
紬
織
の
人

間
国
宝
で
あ
っ
た
故 
宗  
廣  
力  
三 
氏
が
南
足
柄
市
に
創
設
し
た
南
足

む
ね 
ひ
ろ 
り
き 
ぞ
う

柄
工
芸
研
究
室
で
、
三
年
半
の
修
行
の
後
、
独
立
。
平
成
六
年
、

座
間
市
に
工
房
を
開
き
現
在
に
至
る
。
自
然
の
植
物
を
原
料
と
し

た
、
草
木
染
に
よ
る
手
織
紬
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
立
野
台
二
丁

目
在
住
。

伝
統
工
芸
展

〜
郷
土
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
〜
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提
言
書
が
市
長
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た

青少年
芸術祭 市の窓口に

設置しました
　

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
を

考
え
る
「
ざ
ま
子
育
て
支
援
懇
話

会
」（
山
崎
恭
男
代
表
委
員
）で
は
、

昨
年
の
十
二
月
二
十
七
日
に
市
長

に
対
し
提
言
書
を
提
出
し
ま
し

た
。

　

こ
の
懇
話
会
は
、
医
師
会
や
労

働
団
体
、
民
間
保
育
園
な
ど
の
推

薦
を
受
け
た
五
人
の
委
員
と
学
識

経
験
者
一
人
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

　

聴
覚
障
害
者
は
外
見
か
ら
は
障

害
が
分
か
ら
な
い
た
め
に
、
日
常

生
活
に
お
い
て
不
利
益
を
被
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
聴
覚
障
害
者
の
た
め

の
「
耳
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
標
示

板
」
を
、
一
月
か
ら
各
窓
口
に
設

置
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
聞
こ
え

な
い
た
め
に
対
応
の
順
番
が
後
に

な
る
こ
と
や
、
手
続
き
の
不
便
な

ど
を
解
消
す
る
た
め
に
設
置
し
た

　

市
で
は
、
電
動
式
生
ご
み
処
理

機
お
よ
び
生
ご
み
処
理
容
器
を
購

入
す
る
世
帯
を
対
象
に
、
購
入
費

補
助
金
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

補
助
金
額
は
、
電
動
式
生
ご
み

処
理
機
が
購
入
金
額
の
二
分
の
一

（
百
円
未
満
切
り
捨
て
）
で
上
限

三
万
円
、
ま
た
、
生
ご
み
処
理
容

器
は
市
内
指
定
販
売
店
で
指
定
容

器
を
購
入
す
る
と
き
に
、
一
台
当

た
り
四
千
円
を
超
え
る
場
合
一
台

４
月
か
ら
会
場
と
日
時
が

変
わ
り
ま
す

　

公
証
人
は
国
か
ら
任
命
さ
れ

た
法
律
の
専
門
家
で
す
。
公
証

人
が
作
成
す
る
公
正
証
書
は
、

個
人
が
作
成
す
る
文
書
よ
り
強

○ところ　市民体育館１階Ａ・Ｂミーティングルーム
○午前の部　相模川グラウンド、新田宿スポーツ広場、栗原遊水地スポーツ広
場、中学校夜間照明（相模中、東中、栗原中）
○夕方の部　座間市民球場、新田宿グラウンド

○ところ　市民体育館３階大体育室
○午後の部　ひまわり公園平日午前９時～午後５時の区分、栗原遊水地平日の全区分
○夕方の部　ひまわり公園土曜・日曜日、祝日午前９時～午後５時の区分、ひまわり
公園全ての日午後５時～９時の区分、栗原遊水地土曜・日曜日、祝日の全区分

　

市
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地

保
全
の
た
め
に
二
月
を
「
農
地

の
無
断
転
用
防
止
月
間
」
と
定

め
、
農
地
の
現
況
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

★
農
地
の
転
用
に
は
許
可
が
必

要
で
す

　

農
地
転
用
の
一
般
的
な
基
準

は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

○
農
用
地
区
域
は
原
則
不
許
可

○
農
用
地
区
域
外
の
市
街
化
調

整
区
域
は
、
市
農
業
委
員
会

総
会
を
経
て
県
知
事
の
許
可

○
市
街
化
区
域
内
は
市
農
業
委

員
会
へ
届
け
出

★
無
断
転
用
に
は
厳
し
い
措
置

が
講
じ
ら
れ
ま
す

　

無
断
転
用
の
農
地
所
有
者
に

は
、
県
知
事
が
農
地
復
元
を
勧

告
し
ま
す
。
こ
れ
に
従
わ
な
い

場
合
に
は
、
最
高
三
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

★
農
地
を
転
用
す
る
と
き
は
事

前
に
相
談
を

　

農
地
の
転
用
に
は
法
律
上
の

制
限
や
、
申
請
の
手
続
き
に
複

雑
な
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
地
元
農
業
委
員
や
農
業

委
員
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

担
当　

市
農
業
委
員
会
事
務
局
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市
で
は
、
昭
和
五
十
六
年
以

前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
を

対
象
に
、
無
料
耐
震
相
談
を
実

施
し
ま
す
。

○
と　

き　

二
月
二
十
四
日

（
土
）午
前
九
時
三
十
分
〜
午

後
四
時
（
時
間
予
約
制
）

○
と
こ
ろ　

市
公
民
館
二
階
講

座
室

○
相
談
員　

神
奈
川
県
建
築
士

事
務
所
協
会
座
間
支
部
会
員

○
持
ち
物　

確
認
申
請
書
な
ど

木
造
住
宅
の
耐
震
相
談

い
証
拠
力
が
あ
る
た
め
、
遺
言

や
金
銭
な
ど
の
大
切
な
契
約
を

公
正
証
書
に
し
て
お
く
こ
と

で
、
争
い
を
防
ぎ
、
あ
な
た
の

�

�

�

�

�

�

の
図
面
（
略
図
も
可
）、
建
築

の
状
況
が
分
か
る
写
真
な
ど

○
申
込
方
法　

二
月
二
十
日

（
火
）ま
で
に
電
話
で
担
当
へ

※
次
回
の
相
談
は
、
六
月
に
北

地
区
文
化
セ
ン
タ
ー
で
予
定

し
て
い
ま
す
。

担
当　
　
　
　
　
　
　

建
築
課
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０
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日
程
も
変
わ
り
ま
す
の
で
左
表
を

確
認
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
民
体
育
館
へ
車
で
ご

来
場
の
場
合
は
、
市
文
化
福
祉
会

館
前
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
昨
年
十
二
月
か
ら
休
場

し
て
い
た
「
座
間
市
民
球
場
」
お

ス
ポ
ー
ツ
施
設

　

こ
れ
ま
で
各
グ
ラ
ウ
ン
ド
お
よ

び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
利
用
抽
選
会

は
、
市
文
化
福
祉
会
館
に
お
い
て

実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
三
月
末

に
市
文
化
福
祉
会
館
が
閉
鎖
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
四
月
か
ら
市
民

体
育
館（
ス
カ
イ
ア
リ
ー
ナ
座
間
）

に
会
場
を
変
更
し
ま
す
。
同
時
に

よ
び
「
新
田
宿
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
の

施
設
開
放
を
三
月
一
日（
木
）か
ら

再
開
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
三
月

利
用
分
の
抽
選
会
を
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。
な
お
、
当
日
は
団

体
登
録
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○
と　

き　

二
月
七
日（
水
）午
後

六
時
〜
（
午
後
五
時
三
十
分
〜

受
け
付
け
）

○
と
こ
ろ　

市
文
化
福
祉
会
館

（
消
防
署
と
な
り
）

担
当　
　
　
　
　
　

ス
ポ
ー
ツ
課
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利
用
抽
選
会

　

市
青
少
年
芸
術
祭
実
行
委
員
会

で
は
、「
青
少
年
の
手
で
郷
土
に
新

し
い
芸
術
文
化
の
波
を
」
を
テ
ー

マ
に
、
音
楽
部
門
公
演
（
広
げ
よ

う
音
楽
の
輪
）
お
よ
び
演
劇
・

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
部
門
公
演
（
来
て

観
て
感
動
！
演
劇
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
）
を
開
催
し

ま
す
。

　

子
供
た
ち
の
素
晴
ら
し
い
音
楽

と
演
技
を
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ

い
。

《
音
楽
部
門
》

○
と　

き　

二
月
十
二
日（
月
）午

後
一
時
三
十
分
〜
四
時

○
と
こ
ろ　

市
民
文
化
会
館

（
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
座
間
）

小
ホ
ー
ル

○
入
場
料　

無
料

《
演
劇
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
部
門
》

○
と　

き　

二
月
十
八
日（
日
）午

後
一
時
〜
五
時

○
と
こ
ろ　

市
民
文
化
会
館

（
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
座
間
）

大
ホ
ー
ル

○
出
演
者　

劇
団
楽
筒
、
演
劇

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
仲
間
た

ち
、
サ
ー
ク
ル
み
ん
な
、
劇
団

ア
ス
カ

○
入
場
料　

無
料

担
当　
　
　
　
　
　
　

青
少
年
課
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０
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音
楽
部
門
公
演
と

演
劇
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
部
門
公
演

も
の
で
す
。

　

標
示
板
に
は
、
耳
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
図
案
と
「
筆
談
し
ま
す
の

で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

文
章
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。な
お
、

各
窓
口
に
は
筆
談
用
の
メ
モ
帳
も

用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

担
当　
　
　
　
　
　

障
害
福
祉
課
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子子子子子子子子子子
育育育育育育育育育育
てててててててててて
支支支支支支支支支支
援援援援援援援援援援
をををををををををを
市市市市市市市市市市
長長長長長長長長長長
にににににににににに
提提提提提提提提提提
言言言言言言言言言言

子
育
て
支
援
を
市
長
に
提
言

す
。
今
回
の
提
言
で
は
、
子
育
て

支
援
は
場
と
情
報
の
提
供
が
大
切

な
こ
と
を
基
本
に
、
子
育
て
環
境

の
整
備
、
相
談
体
制
お
よ
び
情
報

提
供
の
充
実
な
ど
を
求
め
る
内
容

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
こ
の
提
言
を
受
け
、
平

成
十
三
年
度
以
降
に
子
育
て
支
援

の
施
策
の
推
進
に
、
で
き
る
こ
と

か
ら
取
り
組
む
予
定
で
す
。

担
当　
　
　
　
　
　
　
　

児
童
課
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に
つ
き
三
千
円
、
一
台
当
た
り
四

千
円
以
下
の
場
合
購
入
金
額
の
二

分
の
一
（
百
円
未
満
切
り
捨
て
）

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
電
動
式
生
ご
み
処
理
機

と
生
ご
み
処
理
容
器
で
は
申
し
込

み
方
法
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、

購
入
後
の
申
し
込
み
で
は
補
助
金

制
度
が
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

事
前
に
担
当
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

担
当　
　
　
　
　
　

資
源
対
策
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
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６

家
庭
か
ら
出
る

生
ご
み
の
減
量
化
に

ご
協
力
を

グラウンド抽選会
抽選開始時間

対　象抽選日
夕方の部午前の部

午後６時

午前９時３０分

５月利用分４月４日（水）
６月利用分５月２日（水）
７月利用分６月６日（水）
８月利用分７月４日（水）
９月利用分８月１日（水）
１０月利用分９月５日（水）
１１月利用分１０月３日（水）

なし
１２月利用分１１月７日（水）
１月利用分１２月５日（水）
２月利用分平成１４年１月９日（水）

午後６時
３月利用分２月６日（水）
４月利用分３月６日（水）

テニスコート抽選会
抽選開始時間

対　象抽選日
夕方の部午後の部

午後６時午後２時

５月利用分４月５日（木）
６月利用分５月１０日（木）
７月利用分６月７日（木）
８月利用分７月５日（木）
９月利用分８月１６日（木）
１０月利用分９月６日（木）
１１月利用分１０月４日（木）
１２月利用分１１月８日（木）
１月利用分１２月６日（木）
２月利用分平成１４年１月１０日（木）
３月利用分２月７日（木）
４月利用分３月７日（木）

２
月
は「
農
地
の
無
断

転
用
防
止
月
間
」で
す

優
良
農
地
の
保
全
に
ご
協
力
を

農
地
の
無
断
転
用
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◆プラスチック製容器とは？◆
　私たちが買い物をすると、さまざまな商品が容器に入って売られていますが、その
商品を消費したり分離したときに不要になった空容器で、材質がプラスチックの物を
【プラスチック製容器】といいます。
　材質がプラスチックでも容器包装物ではなく、そのものが商品として売られている
物は対象ではありません。

◆皆さんに注意していただきたいこと◆
☆プラスチック製容器包装は、種類に関係なく、まとめて透明・半透明袋に入れて出
してください。
☆汚れている物や、食品くずなどが付いた物は洗うなどして必ず取り除いてください。
☆ビデオテープやバケツ、おもちゃなどの容器包装物以外のプラスチック製品は「燃
えるごみの日」に出してください。

お菓子やパンなどの袋、スーパーのレジ袋、食品トレイのラップ、フィルム
状の包み、みかんや玉ねぎ等のネットなどポリ袋・ラップ類

卵や豆腐のパック、食品の入ったパックやトレイ、持ち帰り用の弁当箱などトレイ・パック類

カップ麺やカップスープの容器、プリンやゼリー・ヨーグルト等の容器などカップ類

油・ソース・ドレッシング・洗剤・シャンプー等の容器などボトル類

発泡スチロール製の箱、商品を保護するためのクッション材など箱・ケース

マヨネーズ・練りわさび・歯磨き粉・のり等のチューブなど
※中身を出しきりにくい物や、洗いづらい物、中身の残っている物は「燃え
るごみの日」に出す

チューブ類

瓶・ペットボトルなどのふた（金属製のふたは燃えないごみに）ふ　た

月月か
らごみの出し方が変わります

��������	
����������

　

児
童
手
当
制
度
は
、
義
務
教
育

就
学
前
の
子
供
を
養
育
し
て
い
る

方
に
手
当
を
支
給
す
る
も
の
で
、

生
活
の
安
定
と
児
童
の
健
全
な
育

成
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
額
は
、
第
一
子
お
よ
び
第

二
子
が
月
額
五
千
円
、
第
三
子
以

降
が
月
額
一
万
円
で
す
。
申
請
日

の
翌
月
分
か
ら
六
歳
到
達
後
の
最

初
の
年
度
末
ま
で
支
給
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
申
請
者
に
は
所
得
の

制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

担
当　
　
　
　
　
　
　
　

児
童
課
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市
学
校
保
健
会
で
は
、
児
童
生

徒
の
健
全
な
心
と
身
体
の
育
成
を

目
指
し
て
、
第
二
十
九
回
学
校
保

健
研
究
会
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

○
と　

き　

二
月
二
十
二
日（
木
）

午
後
一
時
〜
四
時

　

ひ
ま
わ
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委

員
会
で
は
、『
私
た
ち
が
望
む
男
女

共
同
参
画
社
会
っ
て
何
だ
ろ

う
？
』
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を
開

催
し
ま
す
。

○
と　

き　

二
月
十
八
日（
日
）午

後
一
時
三
十
分
〜
三
時
三
十
分

（
午
後
一
時
開
場
）

○
と
こ
ろ　

市
民
文
化
会
館

◆
お
譲
り
し
ま
す

電
動
ル
ー
ム
ラ
ン
ナ
ー
、
ベ

ビ
ー
バ
ス
、
ク
ー
フ
ァ
ン
、
相

武
台
幼
稚
園
制
服
、
製
図
用
ド

ラ
フ
タ
ー
一
式
、滑
り
台
、フ
ァ

ン
ヒ
ー
タ
ー
用
ガ
ー
ド
、
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
、
自
転
車
（
二

十
二
イ
ン
チ
）、
テ
レ
ビ

◆
希
望
し
ま
す

姿
見
、
ピ
ア
ノ
、
幼
稚
園
制
服

（
孝
道
、
相
武
台
、
栗
原
）、
ベ

　

こ
の
ほ
ど
、
平
成
十
二
年
度
下

水
道
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
賞
者

不用�

品�
バ
ン
ク�

ビ
ー
カ
ー
Ａ
・
Ｂ
、
プ
リ
ン

タ
ー
、
ミ
シ
ン
、
三
輪
車
、
Ｃ

Ｄ
ラ
ジ
カ
セ
、ベ
ビ
ー
ラ
ッ
ク
、

物
置
、
エ
ア
コ
ン
、
ガ
ス
炊
飯

器
、
ヘ
ル
ス
ト
ロ
ン
、
仏
壇
、

ギ
タ
ー
、
フ
ァ
ク
ス
、
自
転
車

（
十
六
・
二
十
イ
ン
チ
）
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
、電
子
ピ
ア
ノ
、

子
供
用
テ
ー
ブ
ル
、
Ｃ
Ｄ
ミ
ニ

コ
ン
ポ
、
車
い
す
、
整
理
た
ん

す
、
歩
行
器
、
自
転
車
用
子
供

い
す
、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
、
剣
道

防
具
一
式
、
学
習
机
・
い
す

担
当　
　
　
　
　

市
民
生
活
課
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財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

市
で
は
、
公
正
証
書
を
通
し

て
私
た
ち
の
身
近
な
問
題
と
法

律
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、
公

証
人
を
講
師
に
招
い
て
「
市
民

法
律
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
と　

き　

二
月
十
四
日（
水
）

午
後
一
時
三
十
分
〜
三
時

○
と
こ
ろ　

市
民
文
化
会
館

（
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
座

間
）
二
階
大
会
議
室

○
テ
ー
マ　

こ
れ
だ
け
は
知
っ

て
お
き
た
い
「
公
正
証
書
」

○
講　

師　

厚
木
公
証
役
場
公

証
人　

藤
谷
定
勝
さ
ん

○
対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤

者
○
定　

員　

五
十
人（
先
着
順
）

○
費　

用　

無
料

○
申
込
方
法　

電
話
で
担
当
へ

担
当　
　
　
　
　

市
民
情
報
課

�
０
４
６（
２
５
２
）８
１
４
４

▼水圧低下のお知らせ▼
　市水道部では、日々安定した水を供給するため、下
表のとおり配水場電気施設の点検作業を実施します。
各配水場間で相互融通をしますが、一部地域で水圧が
低下する場合があります。ご協力をお願いします。

水圧低下予想地域施設名点　検　日

東原・さがみ野・小松原・ひば
りが丘の全域、栗原・南栗原・
栗原中央・広野台の一部地域

第２配水場
２月７日（水）
午後１時３０分～４時
※雨天の場合２月１４日（水）

立野台・緑ケ丘・明王・相武台・西
栗原の全域、栗原・南栗原・栗原中
央・入谷３～５丁目の一部地域

第１配水場
２月８日（木）
午後１時３０分～４時
※雨天の場合２月１６日（金）

相模が丘の全域、
広野台の一部地域

相模が丘
配水場

２月９日（金）
午後１時３０分～３時３０分
※雨天の場合２月２０日（火）

担当　　配水管理所�０４６（２５１）０３１４・�０４６（２５１）０３１４

（
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
座
間
）

小
ホ
ー
ル

○
講　

師　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

作
家　

久
田
恵
さ
ん
（「
フ
ィ

リ
ッ
ピ
ー
ナ
を
愛
し
た
男
た

ち
」
で
第
二
十
一
回
大
宅
壮
一

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受

賞
、
著
書
多
数
）

○
内　

容　

結
婚
、
離
婚
、
子
連

れ
で
サ
ー
カ
ス

団
に
同
行
、
介

護
と
さ
ま
ざ
ま

な
体
験
か
ら
の

二
十
一
世
紀
へ

向
け
た
男
女
の

自
立
へ
の
ト
ー

ク
○
対　

象　

ど
な

た
で
も

○
入
場
料　

無
料

○
保　

育　

あ
り
（
原
則
二
歳
以

上
、
お
や
つ
代
百
円
、
希
望
者

は
二
月
九
日（
金
）ま
で
に
担
当

へ
要
電
話
予
約
）

○
そ
の
他　

手
話
、
要
約
筆
記
あ

り
担
当　
　
　
　
　
　

市
民
生
活
課
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０
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学
校
保
健
研
究
会

を
開
催

○
と
こ
ろ　

市
民
文
化
会
館

（
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
座
間
）

小
ホ
ー
ル

○
内　

容　

▽
小
学
校
の
実
践
研

究
発
表
＝
「
自
主
的
に
健
康
管

理
が
で
き
る
子
の
育
成
」（
ひ
ば

り
が
丘
小
学
校
）
▽
講
演
会
＝

「
豊
か
な
心
を 
育 
む
た
め
に
」

は
ぐ
く

（
講
師
＝
前
市
教
育
委
員
会
教

育
長　

佐
野
淳
一
さ
ん
）

○
対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
者

○
参
加
費　

無
料

担
当　
　
　
　
　
　

学
校
教
育
課

�
０
４
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５
２
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４
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１

平
成

年
度

１２

下
水
道

作
品
コ
ン
ク
ー
ル

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
下
水
道

の
普
及
・
啓
発
の
よ
り
一
層
の
充

実
を
図
る
た
め
、
下
水
道
の
役
割

に
つ
い
て
学
ぶ
小
学
四
年
生
を
対

象
に
、（
財
）
県
下
水
道
公
社
が
毎

年
実
施
し
て
い
る
も
の
で
、
今
年

で
十
七
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
応

募
総
数
四
千
三
百
六
点
の
う
ち
、

市
内
か
ら
は
作
文
二
点
、
ポ
ス

タ
ー
百
五
十
一
点
、
書
道
百
三
十

八
点
の
い
ず
れ
も
優
れ
た
作
品
が

出
品
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
作
文
の
部
で
石
上
優
さ

ん
（
中
原
小
）
が
優
秀
賞
に
選
ば

れ
、
ポ
ス
タ
ー
の
部
で
小
田
祐
司

さ
ん
（
相
武
台
東
小
）、
書
道
の
部

で
加
藤
美
沙
さ
ん
（
座
間
小
）
が

そ
れ
ぞ
れ
入
賞
し
、
昨
年
の
十
二

月
十
六
日
に
茅
ヶ
崎
市
民
文
化
会

館
に
お
い
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

担
当　
　
　
　
　

下
水
道
管
理
課

�
０
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５
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ご
存
じ
で
す
か
？

児
童
手
当
制
度

プラスチック製容器包装として収集するもの

　市では、４月からプラスチック製容器包装の分別収集を開始しますので、皆さんの
ご協力をお願いします。　　　　　担当　資源対策課�０４６（２５２）７６５９・�０４６（２５２）７６１９

ペットボトル
　　（第１・第３週）

プラスチック製容器包装
（第２・第４週）

缶・瓶
　　 （第１・第３週）
紙・布（第２週）
燃えないごみ
　　 （第４・第５週）

燃えるごみ収　集　地　区

木火
月・水・金

立野台・緑ヶ丘・東建座間ハイツ
東建ニューハイツ・クレスト座間
座間・明王・新田宿・四ツ谷・入谷

火木
さがみ野・栗原・栗原中央
南栗原・西栗原・相武台

金水
火・木・土

相模が丘・広野台

水金
東原・小松原・ひばりが丘
日産栗原寮・日産座間寮

■新しいごみと資源物の収集曜日■

◎可燃ごみとして収集していたプラスチック製容器包装を、毎月２
回の「プラスチックの日」に資源物として収集します。
◎缶・瓶と同じ日に収集していたペットボトルは、新たに毎月２回
の「ペットボトルの日」に収集します。
◎資源物の収集は、従来は週に１回でしたが、今回の変更で週２回
になります。
◎資源物の収集は、年末年始を除き、祝日も収集を実施します。（可
燃ごみの収集は休む場合もありますので、収集カレンダーで確認
してください。）
◎立野台、緑ヶ丘、東建座間ハイツ、東建ニューハイツ、クレスト
座間の資源物の収集日を変更します。

主　

な　

変　

更　

点

４４ ひ
ま
わ
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
講
演
会

第

回
１０

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０
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(　

　医療費控除とは、納税者本人または
合計額が１０万円（あるいは合計所得の
によって算出した金額を所得控除とし
の名目で支出されたものすべてが控除
○確定申告に必要なもの
　■平成１２年中に支払った医療費の領収
　■健康保険組合・生命保険などから
　■平成１２年分の源泉徴収票（サラリ
　■印鑑
　■申告者本人名義の銀行などの口座
　　　　　　　　　　　　　　（還付金

〈計算式〉
　　　　　　　　　　　　　　　　健康保
医療費控除額＝　医療費の額－  　保険
　　　　　　　　　　　　　　　　され

税
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
給
与
以
外
の
不
動
産
、
配
当
、

雑
所
得
（
年
金
な
ど
）
な
ど
各

　

大
和
税
務
署
で
は
、
土
曜
・
日

曜
日
や
受
け
付
け
時
間
外
に
申
告

書
を
提
出
す
る
方
の
た
め
に
、「
時

間
外
収
受
箱
」
を
正
面
入
り
口
左

側
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

◆
前
年
中
に
退
職
し
再
就
職
し
て

い
な
い
方
で
、
確
定
申
告
を
し

て
い
な
い
方

◆
雑
損
（
火
災
、
盗
難
な
ど
）、
医

療
費
、
生
命
保
険
な
ど
の
控
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
方

◆
税
法
上
の
扶
養
親
族
（
年
齢
に

関
係
な
く
年
間
の
所
得
が
三
十

八
万
円
以
下
）
に
な
っ
て
い
な

い
方

◆
市
外
に
居
住
す
る
方
の
扶
養
親

族
に
な
っ
て
い
る
方

◆
前
年
に
収
入
は
な
か
っ
た
が
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方

�
座
間
市
外
に
居
住
し
て
い
る
方

で
、
一
月
一
日
現
在
、
座
間
市
内

に
事
務
所
や
事
業
所
、
住
所
が
あ

る
方
（
転
勤
な
ど
で
市
外
に
居
住

し
、
妻
子
の
み
市
内
に
居
住
し
て

い
る
場
合
も
該
当
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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◆◆

◆
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◆◆

◆◆

得

徴

票
」
の
ほ
か
、
申
告
内
容
に
応

じ
て
次
に
掲
げ
る
書
類
が
必
要

で
す
。

○
医
療
費
控
除

　

▽
医
療
費
の
領
収
書
（
各
年
分

ご
と
に
集
計
）▽
高
額
療
養
費
、

分
べ
ん
費
な
ど
で
医
療
費
の
補

て
ん
を
受
け
た
金
額
が
分
か
る

も
の

○
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

▽
住
民
票
の
写
し
▽
土
地
・
建

物
の
登
記
簿
謄
本
ま
た
は
抄
本

▽
請
負
・
売
買
契
約
書
の
写
し

▽
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借

入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
▽

◆

得

得

退
職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
金

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
	


�

だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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作
成
し
た
申
告
書
は
、
大
和
税

務
署
あ
て
へ
郵
便
で
お
送
り
い
た

だ
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
申
告
書

の
控
え
が
必
要
な
方
は
、
切
手
を

添
付
し
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、

前
年
の
状
況
に
基
づ
い
て
申
告
が

必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
申
告

用
紙
を
二
月
初
旬
に
郵
送
し
ま
す

の
で
、
収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

ま
た
、
申
告
用
紙
が
必
要
な
方

は
、
市
役
所
市
民
税
課
か
各
出
張

税税税税税税税税税税税税税申申申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告告告ははははははははははははは、、、、、、、、、、、、、自自自自自自自自自自自自自分分分分分分分分分分分分分ででででででででででででで書書書書書書書書書書書書書いいいいいいいいいいいいいててててててててててててて早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめににににににににににににに提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出ををををををををををををを

未来を担う子供たちのために正しい

税理士会の

無料申告相談

　税理士会大和支部では、小規模事業者（前年
の所得金額が３００万円以下）の方および給与所
得者で還付申告をする方のために、次の会場で
申告相談と申告書の受け付けをします。
※会場が満員になった場合は途中で受け付けを
打ち切ることがあります。
※譲渡申告、贈与税を申告される方は大和税務
署へご相談ください。

◆受　付　時　間　午前９時３０分～１１時
　　　　　　　午後１時～３時３０分
◆問い合わせ先　大和税務署�０４６（２６２）９４１１

期　　間と こ ろ

２月１６日 （金） ～２月２８日 （水）市役所５階　第２会議室

問い合わせ先対　　　象と　こ　ろと　　き

市役所市民税課
�０４６（２５２）８００７

市民税・県民税申告者のみ

※出張申告会場でのご相
談は、税務署員や税理士が
いませんので、確定申告の
相談はできません。ただ
し、すべて記入済みで完成
した確定申告書について
は受け付けします。

北地区文化センター
２月８日（木）
午前９時～１１時
午後１時～３時

東地区文化センター
２月１３日（火）
午前９時～１１時
午後１時～３時

市公民館
２月１４日（水）
午前９時～１１時
午後１時～３時

ひばりが丘・小松原
児童館

２月１５日（木）
午前９時～１１時
午後１時～３時

※各会場とも駐車場がありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

　市役所では、市民税・県民税の出張申告相談を次の日程で実施します。出
張申告会場では、所得税の確定申告はできません。提出のみとなります。
　また、日程は昨年より早まっていますのでご注意ください。

��������
��������

医 療

（最高２００万円）

◆

�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

確
定
申
告
は
、
納
税
者
本
人
が
そ
の
年
の
所
得
税
を
計

算
し
、
納
税
す
る
申
告
納
税
制
度
で
す
。
ご
自
分
で
正
し

く
作
成
し
、
早
め
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

○
申
告
書
と
印
鑑
（
認
め
印
可
）

○
源
泉
徴
収
票
、
収
支
明
細
書
ま

た
は
支
払
証
書
な
ど
収
入
を
証

明
す
る
も
の

○
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
な

ど
の
控
除
を
受
け
る
方
は
、
そ

の
控
除
証
明
書

○
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

な
ど

◆
自
書
作
成
の
お
願
い
◆

種
所
得
が
あ
る
方

◆
給
与
所
得
者
で
あ
っ
て

も
、
勤
務
先
か
ら
市
役

所
に
給
与
支
払
報
告
書

の
提
出
が
な
い
方

◆
給
与
所
得
者
で
、
給
与

所
得
以
外
の
所
得
の
合

計
額
が
二
十
万
円
以
下

の
方

◆
二
カ
所
以
上
か
ら
給
与

の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
場
合
で
、
確
定
申
告

の
必
要
が
な
い
方

�
一
月
一
日
現
在
、
座
間
市
に
居

住
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
。
た
だ
し
、
税
務
署
に
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
方
は
、
市
民

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

所
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

2.16 3.15

と　こ　ろと　　　　き区　分

３階相談室（法務相談は
３階第１会議室）
法律相談は、いずれも定
員７人になり次第、締め
切ります。

毎月第２木曜日午前９時～正午と
第３・第４木曜日午後１時３０分～４時３０分
〈予約制（電話可）１日午前８時３０分～今月
分を受け付け〉

８・１５・
２２日

法 律
（予約制）

毎月第２火曜日　午前９時～正午１３日
法 務
（人権･戸籍・
登 記）

毎月第３木曜日　午前９時～正午１５日行 政

毎月第１～第４火・金曜日
午前１０時～正午と午後１時～３時３０分

２・６・
９・１３・
１６・２０・
２３・２７日

消 費 生 活

担当　市民生活課�０４６（２５２）８１５８

１階国保年金課内今月は、第２火曜日  午前１０時～午後３時１３日
年 金

担当　国保年金課�０４６（２５２）７０３５

ふれあい会館２階毎月第３木曜日　午前１０時～午後３時１５日駐 留 軍
離 職 者 担当　産業課�０４６（２５２）７６０４

４階第１会議室毎月第３木曜日　午前９時～午後３時１５日高 年 齢
者 職 業  担当　高齢対策課�０４６（２５２）７１２７

１階児童課内
毎月第３木曜日　午前１０時～午後３時１５日婦 人

毎週月～金曜日　午前９時～午後３時
母 子 生 活

担当　児童課�０４６（２５２）７２０１

市文化福祉会館毎月第１～第４土曜日
午前９時～午後３時

３・１０・
１７・２４日結 婚

担当　市文化福祉会館�０４６（２５１）４１１７

市立青少年センター内
青少年相談室毎週月～金曜日　午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室�０４６（２５６）０９０７

市立青少年センター内
教育研究所毎週月～金曜日　午前１０時～午後４時

教 育
担当　教育研究所�０４６（２５９）２１６４

��������	
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者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費の
は合計所得の５パーセント）以上負担した場合に、下の計算式
所得控除として差し引くことができる制度です。なお、医療費
すべてが控除の対象となるわけではありません。

■ 医療費の領収書、通院費用などの明細
■ 保険などから戻ってきた金額の控え
■ 収票（サラリーマンの場合）
■
■ 行などの口座番号の控え　

　　（還付金を振り込むために必要）

　　　健康保険組合・生命　　　　　１０万円と「所得金額の合
額－  　保険などから補てん　　－　　計額の５パーセント」との
　　　される金額　　　　　　　　　いずれか少ない方の金額

◆

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
前

年
の
申
告
に
基
づ
い
て
必
要
と
思

わ
れ
る
方
に
税
務
署
か
ら
事
前
に

郵
送
さ
れ
ま
す
が
、
昨
年
か
ら
新

た
に
事
業
を
始
め
ら
れ
た
方
や
還

付
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
税
務
署

ま
た
は
市
役
所
市
民
税
課
、
各
出

張
所
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
役
所
と
各
出
張
所
に

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

◆◆◆

◆◆
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�
�
�
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�
�
�
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�
�
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備
え
付
け
て
い
る
の
は
、
一
般
用

（
白
色
申
告
用
）、年
金
、還
付
申
告

用
の
三
種
類
の
み
で
す
。
そ
れ
以

外
の
申
告
書
が
必
要
な
方
は
、
直

接
税
務
署
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
を
期
限
ま
で
に
提
出

し
な
い
と
、
加
算
税
や
延
滞
税
の

対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

間
も
な
く
平
成
十
二
年
分
所

得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が

始
ま
り
ま
す
。
申
告
期
間
は
二

月
十
六
日（
金
）か
ら
三
月
十
五

日（
木
）ま
で
。
期
限
間
近
に
な

る
と
会
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す

の
で
、
申
告
は
早
め
に
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

担
当　
　
　
　
　
　

市
民
税
課

�
０
４
６（
２
５
２
）８
０
０
７

大
和
税
務
署

�
０
４
６（
２
６
２
）９
４
１
１

　

主
に
次
の
よ
う
な
方
は
、
確
定

申
告
が
必
要
で
す
。

◆
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
雑

所
得
（
年
金
な
ど
）
な
ど
が
あ

り
、
各
種
所
得
金
額
の
合
計
額

が
配
偶
者
・
扶
養
・
基
礎
控
除

な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を

超
え
る
方

◆
給
与
所
得
者
で
▽
給
与
の
年
間

所
得
税
の
確
定
申
告

収
入
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え

る
方
▽
給
与
以
外
の
所
得
の
金

額
の
合
計
額
が
二
十
万
円
を
超

え
る
方
▽
二
カ
所
以
上
か
ら
給

与
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
方

◆
不
動
産
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
な
ど

の
資
産
を
売
っ
た
譲
渡
所
得
の

あ
る
方

●
�
�
�
�
�
�
�
�
�

○
譲
渡
所
得
に
つ
い
て

　

前
年
中
に
土
地
（
借
地
権
を
含

む
）
や
建
物
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
な

ど
の
資
産
を
売
っ
た
方
は
、
譲
渡

所
得
に
つ
い
て
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

※
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
譲
渡
所

得
は
、
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計

算
す
る
分
離
課
税
で
す
。
ま
た
、

物
件
を
所
有
し
た
期
間
に
よ
っ
て

長
期
と
短
期
に
区
分
さ
れ
、
税
率

や
控
除
な
ど
も
違
っ
て
き
ま
す
。

○
贈
与
税
の
申
告
に
つ
い
て

　

前
年
中
に
個
人
か
ら
不
動
産
、

現
金
、
預
貯
金
、
株
式
、
債
券
な

ど
の
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方

で
、
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
六
十

�
�
�
�
�
��
�
�
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一
般
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方

は
年
末
調
整
に
よ
っ
て
所
得
税
の

精
算
が
済
ん
で
い
ま
す
が
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
な
ど

は
、
確
定
申
告
で
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
和
税
務
署
で
は
、
還
付
申
告

を
二
月
十
五
日
以
前
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
お
早
め
に
。

◆
医
療
費
控
除

　

本
人
や
家
族
が
、
病
気
治
療
や

出
産
な
ど
で
一
年
間
に
多
額
の
医

療
費
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
一

定
の
算
出
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し

た
金
額
を
、
医
療
費
控
除
と
し
て

所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が

で
き
ま
す
（
左
下
参
照
）。

◆
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て

マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
や
購
入
、
増

改
築
な
ど
を
し
た
場
合
、
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
居
住

の
用
に
供
し
た
年
か
ら
十
五
年

間
、
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
年
末
残

高
に
応
じ
た
額
で
税
額
の
特
別
控

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

控
除
を
受
け
る
年
の
所
得
金
額
が

三
千
万
円
を
超
え
る
方
、ま
た
は
、

◆
事
業
所
得
（
農
業
を
含
む
）
お

よ
び
不
動
産
所
得
の
あ
る
方

は
、
申
告
書
の
ほ
か
に
青
色
申

告
決
算
書
ま
た
は
収
支
内
訳
書

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
給
与
所
得
者
が
還
付
を
受
け
る

た
め
の
申
告
書
を
提
出
す
る
と

き
は
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
」
の
ほ
か
、
申
告
内
容
に
応

じ
て
次
に
掲
げ
る
書
類
が
必
要

で
す
。

○
医
療
費
控
除

増
・
改
築
工
事
の
場
合
は
確
認

通
知
書
の
写
し
、
も
し
く
は
検

査
済
証
ま
た
は
増
改
築
等
工
事

証
明
書

○
中
途
退
職
の
方

▽
生
命
保
険
料
や
損
害
保
険
料

を
支
払
っ
て
い
る
方
は
、
そ
の

控
除
証
明
書

◆
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得
や

退
職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
金
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額
の
合
計
額
が
二
十
万
円
以
下

で
あ
る
た
め
確
定
申
告
を
す
る

必
要
が
な
い
方
が
、
還
付
を
受

け
る
た
め
に
確
定
申
告
を
す
る

場
合
は
、
給
与
所
得
や
退
職
所

得
以
外
の
所
得
金
額
に
つ
い
て

も
申
告
が
必
要
で
す
。

※
申
告
書
に
源
泉
徴
収
票
や
必
要

書
類
の
添
付
が
な
か
っ
た
り
、
記

載
し
た
内
容
に
誤
り
な
ど
が
あ
る

と
、
還
付
金
の
支
払
い
が
大
幅
に

遅
れ
た
り
、
支
払
い
が
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
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受付期間

ために正しい申告を

医 療 費 控 除

○年少扶養親族（１６歳未満）にかかる扶養控除額
が１０万円引き下げられ３８万円になりました。

○介護保険の保険料が社会保険料控除の対象と
されました。
○介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設
の入所費用のうち同施設におけるサービスの
提供に応じた一定の部分が、医療費控除の対
象となりました。
○青色申告特別控除額が一定の要件のもと最高
５５万円に引き上げられました。

平成１２年分
��������	


万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
贈
与
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。
な
お
、
贈

与
税
の
特
例
で
非
課
税
に
な
る
場

合
（
�
親
な
ど
か
ら
も
ら
っ
た
住

宅
取
得
資
金
が
三
百
万
円
以
下
�

婚
姻
期
間
が
二
十
年
以
上
の
配
偶

者
か
ら
も
ら
っ
た
居
住
用
財
産
が

二
千
万
円
以
下
）
で
あ
っ
て
も
申

告
は
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
大
和
税
務
署
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
三
千
万
円

ま
で
の
特
別
控
除
、
買
い
替
え
・

交
換
な
ど
課
税
の
特
例
を
一
定
期

間
内
に
受
け
た
方
は
除
か
れ
ま

す
。

◆
中
途
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
が

さ
れ
て
い
な
い
と
き

　

前
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就

職
し
な
か
っ
た
場
合
で
、
年
末
調

整
を
受
け
て
い
な
い
方
は
確
定
申

告
に
よ
っ
て
所
得
税
の
精
算
が
で

き
ま
す
。
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2.16 �3.15

至相模大野�

大
和
駅�

至
海
老
名�

派出所�

Ｎ�

至
横
浜�

（警察署入口）�

県税事務所�

農協�

（
税
務
署
入
口
）�

警察署�

法務局�

至藤沢�

大和税務署�

小
田
急
電
鉄
江
ノ
島
線�

相模鉄道�

※
税
務
署
の
駐
車
場
は
、
前
年
と
比
べ
さ
ら
に
狭

く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
車
で
の
ご
来
署
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

大和税務署案内図
〒２４２-８５６７　大和市中央５-１４-２２

■市民税・県民税の申告
■所得税の申告平成１２年分
●給与所得のみの確定申告
●給与所得の還付申告
　（医療費控除・住宅借入金等特別控除）
●年金所得の確定申告
●簡易な不動産所得の確定申告

○受付時間　午前９時～１１時
　　　　　　午後１時～４時
○ところ　　市役所５階第１会議室

　なお、営業所得・事業所得・分離譲渡な
どの複雑な確定申告や青色申告は、市役所
での相談はできませんので、税務署にご相
談ください。

市役所でできる申告は
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◆キッズよさこい（第２期）
○と　き　２月２８日～４月４日の毎週
水曜日午後５時～６時３０分（全６回）
○内　容　よさこい鳴子踊りを練習し
て、地域の祭りに参加する
○対　象　小学３年生以上
○定　員　３０人（先着順）
○参加費　無料（ユニフォーム代など
は自己負担）
○申込方法　２月２５日までに直接また
は電話かファクスで同センターへ
◆子どものつどい
○と　き　２月１０日午前１０時～正午
○内　容　バレンタインのお菓子作り
○対　象　小学生
○定　員　２０人（先着順）
○参加費　３００円（材料代）
○持ち物　エプロン、三角きん
○申込方法　２月７日までに直接また
は電話かファクスで同センターへ
◆北文テレビセミナー
○と　き　３月１日～２２日の毎週木曜
日午後１時３０分～３時３０分（全４回）
○内　容　ＮＨＫ教育テレビ「新日曜
美術館」を題材にルネサンス美術を
学ぶ
○講　師　多摩美術大学教授　諸川春
樹さん
○対　象　どなたでも
○定　員　４０人（多数抽選）
○受講料　無料
○保　育　あり（おやつ代２００円）
○申込方法　２月２０日までに直接また
は電話かファクスで同センターへ

◆人物でみる近代史講座
○と　き　２月１７日、２４日、３月１７日、
２４日午後２時３０分～４時（全４回）
○内　容　勝海舟と江戸開城、福沢諭
吉と文明開化、中江兆民と自由民権、
伊藤博文と明治憲法

　市では、重度の介護を要するお年寄
りを在宅で介護されている方に対して
介護手当を支給します。
○対　象　平成１２年４月１日現在満６５
歳以上で、介護保険法における要介
護状態区分４または５と認定され、
その状態が平成１３年３月１日の時点
で１１カ月以上継続している市内在住
者を、在宅で８カ月以上介護してい
る同居の介護者
○手当額　年額１０万円（一括支給）
○申請方法　担当に備え付けの申請書
に必要事項を記入の上、３月１日か
ら１５日までに担当へ提出
担当　　　　　　　　　　高齢対策課
�０４６（２５２）７１２７・FAX０４６（２５２）８２３８

○と　き　２月１８日午前９時～正午
（午前８時５０分～受け付け）
○ところ　市民体育館（スカイアリー
ナ座間）ミーティングルーム
○内　容　応急手当ての重要性、心
臓マッサージ、人工呼吸法の習得
ほか
○持ち物　筆記用具
○定　員　３０人（先着順）
○参加費　無料
○申込方法　電話で担当へ
担当　　　　　　　　市消防署管理室
�０４６（２５６）２２１１・FAX０４６（２５６）２２１５

　夜道を明るく照らす防犯灯は、安全
な歩行の確保や犯罪の未然防止など、
安全で快適な街づくりに大きな役割を
果たしています。もし、お近くの防犯
灯の中で「夜になっても点灯しない」
「ついたり消えたりしている」「昼間で
も点灯している」などの異常に気付い
たら、速やかに故障内容と防犯灯の下
に付いている赤色プレートの「防犯灯
番号」を担当へご連絡ください。
担当　　　　　　　　　　市民生活課
�０４６（２５２）８２１８・FAX０４６（２５５）３５５０

▼ひばりが丘南児童館＝３日・１７日午
後２時３０分～３時３０分▼小松原１丁目
第２多目的広場＝８日・２２日午前１０時
３０分～１１時３０分▼入谷小学校＝１日・
１５日午後２時３０分～３時４５分▼東原小
学校＝９日・２３日午後２時３０分～３時
４５分▼ＮＴＴ大塚本町アパート＝１４
日・２８日午前１０時３０分～１１時３０分▼栗
原小学校＝７日・２１日午後２時３０分～
３時４５分▼東原共同住宅＝１日・１５日
午前１０時３０分～１１時３０分▼相模が丘４
丁目多目的広場＝９日・２３日午前１０時

３０分～１１時３０分▼相模野小学校＝２
日・１６日午後２時３０分～３時４５分▼中
原小学校＝１４日・２８日午後２時３０分～
３時４５分
　なお、雨天の場合は巡回を中止しま
す。また、学校への巡回は時間が変更
になる場合があります。
担当　　　　　　　　　　市立図書館
�０４６（２５５）１２１１・FAX０４６（２５２）５７０４

▽国民健康保険税（第９期）▽国民年
金保険料（第１１期）▽介護保険料（第
５期）
※最寄りの指定金融機関、郵便局、市役
所または各出張所で納めてください。
※使用料などもお忘れなく。

座間市要介護高齢者介護手当

○講　師　歴史教育研究家　高橋勝さ
ん
○対　象　どなたでも
○定　員　３０人（先着順）
○受講料　無料
○共　催　近現代史研究会
○申込方法　２月９日までに直接また
は電話かファクスで同センターへ
◆季節の料理教室
○と　き　２月１８日午前１０時～午後０
時３０分
○内　容　ひなまつりにちなんだ「絵
巻ずし」などを作る
○対　象　小学生以上（親子での参加
も可）
○定　員　２０人（先着順）
○参加費　１人５００円（材料代）
○持ち物　エプロン、三角きん、筆記
用具
○申込方法　２月９日までに直接また
は電話かファクスで同センターへ

◆第５回スカイアリーナ座間フェア
○と　き　２月１１日午前１０時～午後２
時（午前９時３０分開場）
○内　容　①市内で継続的に活動して
いるサークル１８団体による演技発表
②みんなで体操
○入　場　自由
※皆さんお誘い合わせの上、運動ので
きる服装でご参加ください。

普通救命講習会

『防犯灯』異常に気付いたら
市へ連絡を

２月に納めるのは

東地区文化センター
�０４６（２５３）０７８１　�０４６（２５３）０７８９

担当　　　　　　　　　　市民健康課
�０４６（２５２）７２１３・FAX０４６（２５２）７０４３
◆非常勤作業療法士（有資格者）
○募集人員　１人
○業務内容　老人保健法に基づく機能
訓練・身障者などへのアプローチ
○勤務期間　４月１日～平成１４年３月
３１日で週４日
○勤務時間　午前８時３０分～午後５時
○賃　金　日額２００００円～２２０００円（経
験年数による）
○応募方法　２月２３日までに市販の履
歴書（写真添付）に必要事項を記入
の上、本人が担当へ持参
担当　　　　　　　　　　市民健康課
�０４６（２５２）７３１７・FAX０４６（２５２）７０４３
◆臨時学校栄養士
○募集人員　１人
○応募資格　栄養士の資格を有する６０
歳未満の方
○業務内容　小学校の献立作成、栄養
指導ほか
○勤務期間　４月１日～平成１４年３月
３１日
○勤務時間　午前８時３０分～午後５時
○賃　金　日額８８９２円～１０００３円（経験
年数による）
○通勤手当　通勤距離により支給
○応募方法　２月１６日までに市販の履
歴書（写真添付）に必要事項を記入
の上、資格免許証の写しを添えて本
人が担当へ持参
担当　　　　　　　　　　学校教育課
�０４６（２５２）８７３９・FAX０４６（２５２）４３１１
◆学校給食調理員代替非常勤職員
　市では市内小学校の給食調理員が病
気で休んだ場合などの代替非常勤職員
の登録を受け付けます。
○募集人員　若干名
○応募資格　学校給食に興味のある健
康な方
○業務内容　学校給食の調理
○登録期間　４月１日～平成１４年３月
３１日
○勤務時間　午前８時３０分～午後５時
○賃　金　日額５８６０円～７３７６円（経験
などによる）
○応募方法　２月２０日までに市販の履
歴書（写真添付）に必要事項を記入
の上、本人が担当へ持参
○選考方法　応募者多数の場合は書類
選考
担当　　　　　　　　　　学校教育課
�０４６（２５２）８７４９・FAX０４６（２５２）４３１１
◆予防接種臨時補助員
○募集人員　１５人程度
○応募資格　看護婦（士）または准看
護婦（士）の資格を持つ５５歳未満の
方
○業務内容　結核予防接種の準備、補
助、整理など
○勤務期間　４月１６日～７月１３日
○勤務時間　午後１時～３時
○勤務場所　小・中学校など日によっ
て異なる（現地集合・解散）
○賃　金　１勤務４３１０円を予定
○申込方法　２月２０日までに市販の履
歴書（写真添付）に必要事項を記入
の上、本人が担当へ持参
担当　　　　　　　　　　学校教育課
�０４６（２５２）８７４９・FAX０４６（２５２）４３１１

◆消費生活モニター
○募集人員　１０人
○応募資格　市内在住の２０歳以上で、
日常、食品などの買い物をされてい
る方
○内　容　各種研修会や講座などへの
出席（年６回程度）および指定商品
の価格調査、消費生活に関する意見
の提出ほか
○任　期　４月１日～平成１４年３月３１
日
○謝　礼　年額１２０００円
○応募方法　２月１５日までに所定の応
募用紙に必要事項を記入の上、本人
が担当へ持参
担当　　　　　　　　　　市民生活課
�０４６（２５２）８１５８・FAX０４６（２５５）３５５０
◆予防接種臨時補助員
○募集人員　１人
○応募資格　看護婦（士）、准看護婦
（士）の資格を持つ５０歳未満の方
○業務内容　集団予防接種の準備、補
助、事務など
○勤務期間　４月１日～平成１４年３月
３１日の指定日
○勤務時間　午後１時～３時
○賃　金　１勤務４３１０円を予定
○応募方法　２月１９日までに市販の履
歴書（写真添付）に必要事項を記入
の上、本人が担当へ持参

市　民　体　育　館
�０４６（２５５）００７７　�０４６（２５５）１１８８

北地区文化センター
�０４２（７４７）３３６１　�０４２（７４７）８５４２

市立図書館
ひまわり号巡回日程
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ころ＝市民健康センター▽対象＝生後３カ月～４歳未満
（できるだけ１歳までに完了）
※ツベルクリン反応検査の結果、陰性の場合はＢＣＧを
接種し、陽性の場合は再検査します。

�

▽今月の該当者＝昭和９年２月生まれの方
※該当者および６７歳以上で、まだ医療証の交付を受けて
いない方は、健康保険証と印鑑をご持参の上、手続きし
てください。ただし、心身障害者療養受診証をお持ちの
方は、手続きが不要です。

�

▽受付時間＝午前９時３０分～１０時３０分▽内容＝身体測
定、尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談▽持ち物＝健
康手帳▽申込方法＝直接会場へ

�

▽とき＝２月１３日（火）午前１０時～１０時４５分、１０時４５分～
１１時３０分▽ところ＝市民健康センター▽内容＝健康全般
について、栄養士・保健婦が相談に応じます▽持ち物＝
健康手帳（お持ちでない方には、当日発行します）▽申
込方法＝電話予約

��������	

���������
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▽ところ＝市民健康センター▽講師＝歯科衛生士、栄養
士、保健婦▽対象＝初めて出産する方で妊娠１６週以降の
方とその夫▽受講料＝５００円（テキスト代）▽持ち物＝
母子健康手帳、筆記用具▽申込方法＝３月２日（金）まで
に電話で担当へ

▽受付時間＝午後１時１５分～２時１５分（時間厳守）▽と

　健康診査 問い合わせ先　市民健康課　�０４６（２５２）７２２５・�０４６（２５２）７２１３　�０４６（２５２）７０４３

�

▽とき＝２月２０日（火）午後１時～２時▽ところ＝市民健
康センター▽対象＝平成１２年１０月生まれ

�

　市では、指定相談医を定め、無料で健康診査を実施し
ています。対象者には個人通知をしますので、あらかじ
め医療機関へ電話連絡の上、母子健康手帳をお持ちにな
り受診してください。

�

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝平成１１年７月生
まれ◆歯科▽とき＝２月１４日、２１日いずれも水曜日午前
９時３０分～１０時３０分▽ところ＝市民健康センター▽対象
＝平成１１年６月生まれ

�

▽とき＝２月２８日（水）▽受付時間＝午後１時～２時▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置お
よび栄養相談など（※予防処置は、希望者のみで有料）
▽対象＝平成１１年１月生まれ▽持ち物＝母子健康手帳、
歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ（事前通知はありませ
んので、ご注意ください）

�

▽とき＝２月１３日（火）午後１時～２時▽ところ＝市民健
康センター▽対象＝平成９年８月生まれ▽持ち物＝母子
健康手帳

�

▽とき＝３月１日（木）午前１０時～１１時３０分▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝離乳食のすすめ方、子供の発達
について▽対象＝生後８カ月～１０カ月児を持つ保護者▽
持ち物＝母子健康手帳、マグカップ、ティースプーン▽
申込方法＝電話予約

�

▽とき＝２月８日（木）▽受付時間＝午前９時３０分～９時
４５分▽ところ＝市民健康センター▽内容＝むし歯予防につ
いての実習▽対象＝１歳～１歳１カ月児を持つ保護者▽
持ち物＝母子健康手帳、歯ブラシ▽申込方法＝電話予約

�

▽受付時間＝午前９時３０分～１０時３０分▽内容＝身体測定
と食事・発育状態・しつけについての相談▽持ち物＝母
子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

��������
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み
ん
な
の�

広
場�

○
市
民
謡
曲
教
室

▽
と
き
＝
二
月
八
日
、十
五
日
、

二
十
二
日
、三
月
一
日
い
ず
れ

も
木
曜
日
午
前
九
時
〜
正
午
▽

と
こ
ろ
＝
市
立
青
少
年
セ
ン

タ
ー
▽
対
象
＝
初
心
者
▽
定
員

＝
十
五
人（
先
着
順
）▽
費
用
＝

無
料
▽
申
込
方
法
＝
二
月
七
日

（
水
）ま
で
に
電
話
で
�
０
４
６

（
２
５
２
）０
８
７
９（
中
村
）へ

○
ひ
ま
わ
り
フ
ォ
ト
写
真
展

▽
と
き
＝
二
月
二
十
二
日（
木
）

〜
二
十
五
日（
日
）午
前
十
時
〜

午
後
六
時（
二
十
五
日
は
午
後

四
時
ま
で
）▽
と
こ
ろ
＝
市
民

文
化
会
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
▽
内
容

＝「
感
動
を
撮
る
」を
テ
ー
マ
と

し
た
写
真
展
▽
入
場
料
＝
無
料

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
�
０
４
６

（
２
５
１
）０
４
３
１（
河
原
）

○
谷
戸
山
山
野
草
教
室

▽
と
き
＝
二
月
二
十
日
、三
月

六
日
、四
月
十
日
、五
月
十
五

日
、六
月
十
二
日
い
ず
れ
も
火

曜
日
午
前
十
時
〜
正
午（
全
五

回
）▽
と
こ
ろ
＝
東
地
区
文
化

セ
ン
タ
ー
ほ
か
▽
内
容
＝
山
野

草
の
苗
作
り
か
ら
盆
景
造
り
ま

で
▽
対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤

の
初
心
者
▽
定
員
＝
二
十
人

（
先
着
順
）▽
費
用
＝
三
千
円

（
材
料
費
別
途
）▽
申
込
方
法
＝

電
話
で
谷
戸
山
山
草
会
�
０
４

６
７（　

）５
１
２
６（
鈴
木
）へ

７８

○
み
ん
な
で
守
ろ
う
小
さ
な
命

▽
と
き
＝
二
月
十
七
日（
土
）午

後
一
時
四
十
五
分
〜
四
時
十
五

分（
一
時
十
五
分
〜
受
け
付
け
）

▽
と
こ
ろ
＝
市
文
化
福
祉
会
館

▽
内
容
＝
医
師
に
よ
る
講
話
、

乳
幼
児
の
心
肺
蘇
生
法
・
応
急

手
当
て
の
実
技
講
習
▽
講
師
＝

海
老
名
総
合
病
院
小
児
科
医
内

藤
剛
彦
さ
ん
▽
定
員
＝
六
十
人

（
先
着
順
）▽
費
用
＝
無
料（
希
望

者
の
み
資
料
代
二
百
円
）▽
保
育

＝
あ
り（
希
望
者
の
み
お
や
つ
代

百
円
）▽
申
込
方
法
＝
二
月
九
日

（
金
）ま
で
に
電
話
で
市
社
会
福
祉

協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

�
０
４
６（
２
５
１
）４
１
１
７

（
午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
五

時
）、ま
た
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
マ
マ
�

０
４
６（
２
５
６
）６
２
１
８（
午

後
五
時
〜
九
時
）へ

○
ザ
マ
ス
キ
ー
教
室

▽
と
き
＝
三
月
二
十
三
日（
金
）夜

〜
二
十
六
日（
月
）夜
▽
と
こ
ろ
＝

長
野
県
志
賀
高
原
一
の
瀬
ス
キ
ー

場
▽
内
容
＝
講
習
会（
初
級
〜
上

級
）お
よ
び
級
別
検
定
▽
対
象
＝

市
内
在
住
者（
小
学
生
以
下
保
護

者
同
伴
）▽
費
用
＝
三
万
六
千
五

百
円
、小
学
生
以
下
は
三
万
三
千

五
百
円（
保
険
代
含
む
、検
定
料
は

別
途
）▽
定
員
＝
三
十
五
人（
先
着

順
）▽
申
込
方
法
＝
三
月
五
日

（
月
）ま
で
に
電
話
で
座
間
ス
キ
ー

ク
ラ
ブ
�
０
４
６（
２
５
３
）９

９
８
３（
星
野
）へ

○
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会

▽
と
き
＝
三
月
二
十
五
日（
日
）

午
前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

▽
と
こ
ろ
＝
市
民
体
育
館
▽
競

技
方
法
＝
予
選
リ
ー
グ
お
よ
び

決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
▽
対
象
＝

市
内
在
住
・
在
勤
チ
ー
ム
お
よ

び
市
サ
ッ
カ
ー
協
会
登
録
チ
ー

ム
▽
参
加
費
＝
三
千
円
▽
申
込

方
法
＝
二
月
二
十
日（
火
）ま
で

に
電
話
で
同
協
会
社
会
人
委
員

会
�
０
４
６（
２
５
３
）７
０
１

１（ 
上  
之  
角 
）へ

う
え 

の 

か
ど

○
介
護
者
教
室

▽
と
き
＝
二
月
十
七
日（
土
）午

後
二
時
〜
▽
と
こ
ろ
＝
え
び
な

南
高
齢
者
施
設
▽
内
容
＝
腰
を

痛
め
な
い
介
護
方
法
な
ど
、介

護
技
術
の
基
礎
▽
定
員
＝
二
十

四
人（
先
着
順
）▽
費
用
＝
無
料

▽
申
込
方
法
＝
電
話
で
え
び
な

南
高
齢
者
施
設
�
０
４
６（
２

３
８
）７
６
８
１
へ

内　　容と　　き
自己紹介、妊婦体操、
妊娠中の過ごし方

３月５日（月）
午後１時３０分～４時

妊娠中の歯の衛生、
赤ちゃんの衣類

３月８日（木）
午前９時３０分～１１時３０分

疑似体験、
先輩ママに聞く「子育て」

３月１０日（土）
午前９時３０分～１１時３０分

妊娠中の栄養
３月１５日（木）
午後２時～４時

赤ちゃんのもく浴、
これからに向けて

３月１７日（土）
午前９時３０分～１１時３０分

������

　救急診療

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９で医療機関
を紹介します。
〈問い合わせ先〉
消防署　�０４６（２５６）２２１１（２４時間）
　　　　�０４６（２５１）５２６３（障害者の方用）
市役所　�０４６（２５５）１１１１（午後１０時まで）
※当番医が変更される場合もありますので、診療時間
も含めて必ず電話で確認してください。

●夜間・深夜診療

◆診療場所
　休日急患センター（市民健康センター１階）
◆内科・小児科
　問い合わせ先　�０４６（２５２）９０９０
　受付時間　午 前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
　　　　　　午後７時～９時４５分
◆歯科　　
　問い合わせ先　�０４６（２５２）８２１７
　受付時間　午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分

●休日診療

○
対　

象　

応
募
時
に
一
歳
未
満
の
赤
ち
ゃ
ん

○
掲
載
号　

三
月
・
四
月
・
五
月

○
応
募
方
法　

カ
ラ
ー
写
真
の
裏
に
、
保
護
者
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
、

赤
ち
ゃ
ん
の
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
生
年
月
日
・
性
別
を
明
記
し
て
〒
２
２
８

－

８
５
６
６
市
役
所
市
民
情
報
課
あ
て
郵
送
ま
た
は
持
参

○
申
込
期
限　

二
月
十
三
日（
火
）（
当
日
消
印
有
効
）

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
、
掲
載
が
決
定
し
た
方
に
は
連
絡
し
ま

す
。
な
お
、
応
募
い
た
だ
い
た
写
真
は
返
却
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
ん
に
ち
は�

赤�

ち
ゃ
ん�

写
真
掲
載
希
望
者
を
募
集

ところと　き
市公民館　　　　２月９日（金）
市民健康センター２月１６日（金）
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対　象と　き内　容
１０月１日～
１５日生まれ

２月５日（月）ツベルクリン
２月７日（水）ＢＣＧ　　　

１０月１６日～
末日生まれ

２月１４日（水）ツベルクリン
２月１６日（金）ＢＣＧ　　　

ところと　き
市民健康センター　　　　２月１９日（月）
ひばりが丘・小松原児童館２月２２日（木）
東地区文化センター　　　２月２３日（金）

電　話所在地医療機関名診療月日

０４６（２５５）３２１１東原１丁目座間厚生病院２月４日
外　

科
０４６（２５６）００１１相模が丘６丁目相模台病院２月１１日

０４６（２５１）４１１１立野台３丁目座間中央病院２月１２日

０４６（２５２）０６２５さがみ野１丁目原産婦人科医院２月４日
婦
人
科

０４６（２５５）３５４１入谷４丁目金子産婦人科２月１１日

０４６（２５３）３５１１相武台１丁目シロタ産婦人科２月１２日

０４２（７５６）９０００
相模原市
相模大野

相模原南
メヂカルセンター

２月４日
耳
鼻
科
２月１１日

０４６（２２２）１２５９厚木市厚木町厚木市休日夜間急患診療所２月１２日

◆外科・婦人科・耳鼻科
　診療時間　午 前９時～正午、午後２時～５時

 大  塚 　 晃 平   ちゃん
おお つか こう へい

Ｈ１２．５．６生まれ　男
座間１丁目

 江 尻   　優
え じり

   ちゃん
ゆう

Ｈ１２．３．２２生まれ　女
ひばりが丘１丁目

 後 藤   
ご とう

 龍  之 介   ちゃん
りゅう の すけ

Ｈ１１．１２．２生まれ　男
入谷２丁目
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ドイツリートを歌う
○と　き　２月１４日（水）午後０時２０分～４０分
○ところ　市役所１階市民サロン
○曲　目　ます（シューベルト）、永遠の愛・セレナー

デ（ブラームス）ほか
○演奏者　ソプラノ　原田展子　メゾソプラノ　垣見純

今月のロビーコンサート

　２１世紀を迎え、高齢者や障害者などすべての市民が、
その人らしい生活を送り安心して暮らせる社会を実現
するための福祉の街づくり、そして効率的で安定した福
祉制度の構築や生涯を通じた健康づくりの推進が大き
な課題となっています。
　これまで本市では、平成元年に策定した「座間市福祉
プラン」（平成３年度～平成１２年度）に基づき、積極的に
保健・医療・福祉施策に取り組んできました。その中で市
民健康センターおよび４月開館予定の総合福祉セン
ターの設置をはじめとする高齢社会への準備などを着
実に推進してきましたが、介護保険導入や社会福祉基
礎構造改革に対応した健康で明るく活力のある福祉社
会への歩みを、より確かなものとすることが必要となっ
てきました。
　そこで、第三次座間市総合計画後期基本計画の施策
の大綱である「やすらぎに満ちた福祉社会をめざして」
および「すこやかな生活をめざして」を受けて、このほ
ど「座間市福祉プラン」を改訂しました。
担当　社会福祉課　　�０４６（２５２）７１２２・�０４６（２５６）３６００

座間市
福祉プラン
を改訂
しました

新しい福祉プランと開館が近い総合福祉センター

 プラン策定のねらい 

　平成１３年度から平成２２年度までの１０年を計画期間
としている新しい福祉プランでは、行政と市民が緊
密に連携し、本市が直面する保健・医療・福祉の課
題に総合的に取り組むことにより、「すこやかで、
やすらぎに満ちた福祉社会」の実現を図ることをね
らいとしました。
　さらには、社会環境の変化や契約による福祉サー
ビス利用制度への移行など、施策の新たな展開を踏
まえるとともに、第三次座間市総合計画後期基本計
画の事業体系に沿った改訂をしています。

 プランの位置付け 
　このプランは、保健・医療・福祉における本市の
施策の理念や方向性を示すもので、高齢者保健福祉
計画など、保健福祉分野での個別計画相互の連携を
図るとともに各個別計画に理念や方向性を提示する
ものです。
　人口は第三次座間市総合計画後期基本計画に基づ
き、本プランの目標年次である平成２２年において約
１３万９千人、６５歳以上の老年人口の比率を約１７．８
パーセントと見込んでいます。本プランの計画期間
の半ばには、老年人口比率が一般に高齢社会の指標
とされる１４パーセントに到達し、本市も、いよいよ
本格的な高齢社会を迎えるものと想定しています。

 基本理念 
◆個人の主体的な生き方と健やかな生活の実現
〇市民一人ひとりが尊厳を持ってその人らしい自立
した生活が送れるよう、個人の主体的な生き方や
選択を重視します。
〇高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが地域
や職場などで同じ条件で共に日常生活を営むこと

ができる社会を目指す、ノーマライゼーションの
推進に努めます。
〇市民一人ひとりが心身ともに健やかな生活が送れ
るよう、市民と一体となった健康づくりを目指し
ます。
◆個性と活力に満ちた福祉社会の創造
〇誰もが住み慣れた地域社会の中で、互いに助け合
い、支え合って、生涯を通して健やかに暮らすこ
とができる福祉社会を創造します。
〇福祉意識の啓発、市民活動に対する支援や市民参
加を進め、市民と地域に根づいた福祉実践の文化
をはぐくみます。
〇保健・医療・福祉施策の展開に当たっては、本市
の地域性を把握し、地域に根ざした施策形成を進
めるよう努め、地方分権の時代にふさわしい福祉
社会の形成を目指します。
〇各種社会保障など、市民が地域社会で安心して生
活し、積極的に社会活動や経済活動などを行うこ
とができる基盤となるセーフティーネット（安全
網）の充実・安定に努めます。

 施策展開の方向性 
　基本理念の実現に向けた施策の方向性として、次
の８点を掲げています。
　その中には、保健福祉のネットワークの拠点とし
て総合福祉センターおよび市民健康センターの充実
を図っていくこと、福祉サービス利用者の権利擁護
を進めること、市民参加の地域福祉、身近な健康づ
くりの推進、災害弱者防災対策などに取り組んでい
くことなどが盛り込まれています。
１　保健・医療・福祉などの総合化
２　保健・医療・福祉のネットワークの整備
３　適正な費用負担と多様なサービス提供主体によ
る役割分担

４　利用者の選択の尊重と権利の擁護
５　市民の自立と連帯の推進
６　市民の安心を支える援護や社会保障・地域医療
の安定と充実

７　健康づくりの推進
８　災害弱者防災対策の充実

 事業計画の概要 
◆地域福祉の充実
　ノーマライゼーションの理念の下、社会福祉法に
示されている地域福祉の基本的な考え方に基づき、
市社会福祉協議会、民生委員児童委員、ボランティ
アなどの充実を図ります。また、総合福祉センター

を拠点とした福祉サー
ビスのネットワーク化
を進めていきます。そし
て原子爆弾被爆者につ
いても高齢化に配慮し
ながら、引き続き援護を
実施していきます。
◆高齢者福祉の充実
　元気で社会的活動が
十分可能な高齢者と、手

《関連計画との関係》

２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３年度（平成）
計画

�  後期基本計画 ��  前期基本計画 �第三次座間市総合計画

�  　　（新）　 　��  　　（旧）　 　�　座間市福祉プラン

��　　座間市高齢者保健福祉計画

�　　座間市介護保険事業計画

�　　座間市障害福祉計画

�　　ざま母子保健計画
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厚いサービスが必要な高齢者の双方が増加していく
と見込まれる中、市民・民間・行政が密接な連携を
図りながら、福祉・健康・生涯学習など、高齢者の
多様なニーズに対応した総合的な施策を進めていき
ます。また、高齢者が生き生きと安心して生活する
基盤として、生きがいの確保や生活の安定を図って
いきます。
◆障害者福祉の充実
　障害のある人が障害のない人と同様に生活し、活
動できる福祉社会づくりを進めるとともに、障害者
の自己決定を保障するため平成１５年度から導入が予
定されている、契約による障害福祉サービスの利用
制度への移行準備を着実に進め、その充実を図って
いきます。また、精神障害者への居宅生活支援事業
などについて、県から市町村に事務が委譲されるこ
とが見込まれており、その対応を図っていきます。
◆児童・母子等福祉の充実
　核家族の一般化に伴う家庭の子育て機能の低下、
都市化の進行に伴う地域社会の連帯感の希薄化など
が進む中、子育てを担う家庭への社会的支援や児童
の健全育成・権利保障を図るため、保育所などの社
会資源を活用した子育て支援の拠点づくりおよび子
ども会や子育てサークル、関係団体や専門機関など
と連携した子育て支援のネットワーク化を進めてい
きます。
◆低所得者福祉の充実
　生活保護世帯は近年増加傾向にありますが、高齢
者世帯の増加や家族機能の変化、産業構造の変化な
どにより、保護世帯や生活基盤の弱い潜在的な要保
護世帯が、今後とも増加していくことも懸念されて
います。これに伴い高齢者世帯への援護や疾病予防、
就労支援など、総合的な援護対策の充実を図ってい
きます。
◆健康づくりの推進
　人生８０年時代を迎え、個人個人の健康づくりへの
努力とともに、社会全体で健康づくりを支援するこ
とが重要となっています。積極的な健康の増進と生
活習慣病の予防などにより、寝たきりや痴ほうにな
らないで生活できる期間（健康寿命）を伸ばし、本
格的な高齢社会を活力ある社会とするため、健康に
関する正しい知識の普及や、生涯を通じて身近なと
ころで気軽に取り組める健康づくり活動の推進など
に取り組んでいきます。
◆医療体制の充実
　高齢化などに対応した地域医療体制の整備、救急
医療体制の充実を図るとともに、国民健康保険や老
人保健医療の安定的な運営を図るため、制度の改善
を国に求めていくとともに、市民の健康管理意識の
高揚を進めていきます。

◆プランの推進に向けて
　このプランは、保健・医療・福祉施策の総合的な
行政計画であるとともに、その実現には民間サイド
によるサービスおよび市民参加による連携が不可欠
です。
　プランの実現に向け、市民の皆さん、関係団体お
よび関係機関のご理解とご協力をお願いします。


	010201_1
	010201_2
	010201_3
	010201_45
	010201_6
	010201_7
	010201_8



